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頁

30~31

1 概要

本市においては、デジタル手続法の改正などによる行政手続のオンライン化・ペーパー
レス化の流れを踏まえ、業務効率化を図る目的で令和3年4月から文書管理システム(電

子決裁)を導入し、今後取得・作成する文害にっいて電子的に管理していくこととしてい

る。

また、新型コロナウィルス感染症の拡大によって、テレワークなどの促進や行政手続き

においても喜面・対面の見直しが求められており、行政のデジタル化をより一層進めてい

く必要がある。

一方で、平成2年度に導入したファイリングシステムは、紙文喜を前提としたシステム

であるこ.とから、文塞管理システム(電子決裁).の導入により、行政文書の電子的管理に
対応した見直しが必要な状況にある。

さらには、令和4年度の新庁舎移転に際しては、執務空間の確保や新たな什器の設置等

により'新庁舎へ現在保管・保存している文喜をそのまま移行することはできないものと

見込んでおり.、既存文嘗を削減する必要がある。

このような状況を踏まえ、行政文書や行政手続のデジタル化を見据えた文書の適正管理
の取組みを徹底し、効率的で生産性向上にっながる執務環境の整備を図っていくこととす
る。

款

2

総務費

予算説明書

総務管理費

項 目

3

文書費

番号

1-1

事業名

文書管理適

正化推進費

2 事業内容

m 業務内容

ア文害管理システムの導入等に伴う文婁管理の適正化

文書の電子的管理を踏まえた適正管理のためのファイリングシステムの再構築及

び職員の文書管理に対する意識の向上を図ると共に、新庁舎への移転に向けて不要

文書の廃棄を確実に実行し、効率的で生産性向上にっながる執務環境の整備を行う。

《実施内容》

.ファイリングシステムの再構築(保存年限、文書分類、保存方法等の見直しに係

る支援)

.文書管理適正化のための支援(実地点検・指導L 集合研修、手引き・マニユアル

の作成等)

イ既存文書の電子化

電子化による文書の検索性向上及び事務効率化を図るとともに、新庁舎への移転に
向けて紙文書を削滅し、執務空間を確保するため、既存文書の電子化を行う。

《対象文書》

,参照頻度の高い文書であって、電子化により事務効率化が見込まれるも.の

、常用文書又は長期保存文害であって、電子化により文書量を削減できるもの

(伊D 条伊1・規則等制定改廃、事業施行決定等の決裁文書、審議会・委員会等の会議
資料、調査結果等の報告害、相談記録台帳等約320万枚

補正額

128,

千円

366



②委託料

ア文管理システムの入等に伴う文管理の適正化

イ既存文書の子化

3 財源内訳

財 源内

事業費国庫支出金※ 県支出金 地方

128,366 128,366

※新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

4 スケジユール

a}文書管理システムの導入等に伴う文管理の適正化

R3.1月2月3月4月

業者選定(プロポーザル)

文管理適正化実施

②既存文の電子化

R3.1月 2月 3月

業者選定(入キD

文の子化施

5 繰越明許費予説明 58~59 ページ

m 財源内訳

事業名

千円

1 28,366千円

20,526干円

1 07,840千円

干円

訳

その他

金額

補正後予

算現額

支出予定

額

繰越明許

額

②繰越の理由

文の電子化及び文

め。

文管理

適正化推

進費
千円

(千円)

一般財源

千円

千円

128,366

干円

国庫支出金

千円

128,366

干円

4月

~R4.3月

千円

128,366

財源内訳

県支出金地方

~R4.3月

管理適正化に係る委託が年度内に完了しない見込みであるた

千円

128,366

その他一般財源

司
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円
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円
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文書管理システムの導入による文書の電子的管理

詮子決裁機能により、今後取得・作成する文・は1、子的

せず、行政事務のデジタル化,ペーパーレス化を推進する
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32~33

款

2

総務費

予算説明書

1 概要

テレワークについては、感染症拡大防止対策として人と人との接触機会を減らす観点から国とし

ても推進しており、また長崎市ではワークライフバランス推進計画において、働き方改革における

多様な働き方のひとっとしてその推進を掲げていることから、今後制度化を図ることとしている。

そのため、在宅勤務においては、機器の有効活用を図るため、職員個々の自席にある事務用パ

ソコンを自宅に持ち帰り使用できるようにするため、現在のデスクトップ型をノート型に置き換える。

併せて、デジタル化を進めていく社会情勢の変化に対応するため、外勤先や出張先から職場とコ

ミユニケーシヨンを取りながら庁内と同様に業務を行えるよう、モバイルワーク用機器を整備する。

項

総務管理費

12

情報システム推進費

目

2 事業内容

(1)事務用パソコン(在宅勤務対応機器)の整備 91,953千円

ア内容現在の事務用パソコンは、持ち運ぴの必要性がないことから、デスクトップ型を使用

しているが、在宅勤務時に職場で使用している事務用パソコンを自宅に持ち帰り、テレ

ワークができるようにするため、更新時期を迎えている事務用パソコンにっいて、現在
のデスクトップ型を持ち運びが可能なノート型に置き換える。

加えて、自宅などの庁外から、庁内の事務用ネットワーク(全庁ネットワーク)へ安全
に1妾続するための機噐として、モバイルルーターを整備する。

また、自席の事務用パソコンを自宅に持って帰って使用することから、資産管理用ソ

フトウエアにより、情報届洩防止などのセキュリティ対策を講じる。

イ事業費内訳(ア)備品購入費

事務用ノ」トパソコン(350台) 59,506 千円

平成26年度購入分

モバイルルーター(50台) 1β74千円

(イ)使用料及び賃借料

オフィス統合ソフト(350ライセンス) 22,561 千円

資産管理用ソフトウェア(350ライセンス) 2,079 千円

(ウ)委託料他

設置設定委託料他

番号

1-1

事業名

庁内ネットワーク運

営費

補正額

千円

103,654

4

6,433 千円



【考】

^刷「ソコン(在^)の禾朔イメージ
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ファイルサーバー
メールシステム

文餐笥壁ステム(R3.4)など

^ツトワーク

(2)モバイルワーク用機器の整備 11,701千円

ア内容モバイルワークにおいては、工事現場などの外勤先や出張先で職場とコミュニケ

ーションをとりながら、ファイルサーバーに保存している資料の確認や文書の作成等

が可能な、携行性に優れた機器が必要となることから、インターネット経由で映像や

音声の送受信ができるタブレット及び庁外から庁内にある自席の事務用パソコンヘ

安全に接続できるノートパソコンを整備する。

イ事業費内訳(ア)備品購入費他

モバイルワーク用タブレット(72台) 6,3乃千円

モバイルワーク用ノートパソコン(58台) 5,134 千円

(イ)使用料及び賃借料

資産管理用ソフトウエア(58ライセンス) 192 千円

ウ参考別紙1 モバイルワーク用機器整備一覧

在^は、

口

モ1「イル1Wーターで^ツトワーク^
※インターネットを経由しないL圧閉^使用して
安全性を確保する
職場のファイルサーバーやメールシステムなどが使用

でき、^同Uパソコン^^能
※必費よ^システムにアクセスできる

リ
伝



【考】
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4・{舸卜分

内訳

千円
当初予算額

99,907

千円 千円
9月補正額

27,648 27,648

千円 千円
11月補正額

103,654 103,654

千円 千円
補正後予

231209 131302

※型コロナウィルス感染症対応地方創生

事業者や市民オよど

インターネツト

■

事業
国庫支出金※

千円
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※インターネツNこ^.Jて^

( 1ヨ杓・1抄卜とのコミユニケーションが司館)

郭

財

県支出金

千円

源 内

地方債

千円

千円

訳

その他

千円

6β92

千円

千円

千円

千円

千円

交付金

一般財源

千円

93,515

千円

千円

千円

千円

6β92

千円

千円

93,515



4 スケジユーJレ

テレワーク用檀器の整備

事務用及ぴモパイルワーク用
ノートバソコン購入他

【許費】

2款総務費

事業名

事務用ノートパソコン
設置設定他

12

令和2年度

1項総務管理費

金額

補正後

予現額

支出予定額

公告

庁内ネットワーク

運営費

2

豪隷案(財童敢得)

紅契

3

12目情報システム推進費

県支出金

千円

本契約

繰越の理由

ノートパソコン等の紬品及び設置設定などが年度内に完了しない見込みであるため。

令和3年度

公告

千円

231,209

千円

127,555

千円

103β54

5

繰越明許額

国庫支出金

千円

131β02

千円

27,648

千円

103,654

財源内訳

地方

千円

千円

その他

千円

6β92

千円

6β92

千円千円

千円

一般財源

千円

93,5朽

千円

93,515

千円千円

拝
度
月
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別紙1

秘書広報部

モバイルワーク用機器整備一覧

企画財政部

総務部

部局等

理財部

市民生活部

原爆被爆対策部

福祉部

市民健康部

こども部

ノートパソコン

環境部

商工部

文化観光部

水産農林部

士木部

6

まちづくり部

タブレット

建築部

中央総合事務所

東総合事務所

南総合事務所

北総合事務所

2

消防局

5

議会事務局

上下水道局

教育委員会

選挙管理委員会事務局

2

農業委員会事務局

その他(貸出機、予備機)

3

8

1

1

6

1

3

3

1

13

6

2

2

3

3

10

3

58

17

3

10

72

8

計



ページ

32~33

予算説明婁

款

2

総務費

1 概要

令和元年度に交付された国庫支出金の確定に伴い返還が生じたため、その返還金を

計上するもの。

2 事業内容(返還金内訳)

①生活保護費返還金

総務管理費

項 目

24

諸費

歳入科目

番号

歳出科目

1-4

事業名

生活保護費返還金

歳出事項名

基幹業務系
システム運営費

3 財源内訳

享

国庫補助金計

国庫支出金計

補正額

事

交付額
A

魯

業 費

確定額
B

千円

1,459

千円

1,459

2β38

国庫支出金

差引返還額
A - B

2838

1β79

2β38

千円

1379

県支出金

1,379

1,459

財

事業実施に係る委託料が
見込みを下回ったことな
どによるもの。

返還理由

単位:千円

1459

源

千円

1,459

地方債

内

千円

訳

その他

千円

一般財源

千円

1,459

9
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総
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